
訪問看護の利用を検討

介護保険でサービスを受ける 医療保険でサービスを受ける

要介護認定を受けている

かかりつけ医から訪問看護指示書の交付を受ける

ケアマネージャーに相談する
医療保険の加入者

要支援・要介護に該当しない方

訪問看護ステーションと契約

訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

介護保険の要介護認定を申請する

該当 該当しない

要介護認定を受けていない

要支援１

要支援２

要介護１～５

介護予防訪問介護

サービスを受ける

訪問看護をはじめ、地域密着型サービスに

よって出来る限り自宅で過ごせるように致します。


